
令和７年４月1日現在  

当病院は厚生労働大臣が定める (施設 )基準に適合しているものとして、次のとおり届け出ています。  

 

（１） 入院基本料等に関する事項  

病棟 入院基本料 
１日に勤務してい
る看護職員数  

看護職員１人当たりの受け持ち数 身支度や食事等の
身の廻りのお世話
をさせていただく
看護補助者 

看護補助者１人当
たりの受け持ち数 朝８時30分～ 

夕方4時30分まで 
夕方４時30分～ 
深夜0時15分まで 

深夜０時15分～ 
朝８時30分まで 

３階病棟 
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
入院料１ 

12人以上 9人以内 17人以内 17人以内 5人以上(みなし含む) 各勤務３０人以内 

４階病棟 
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
入院料１ 

12人以上 9人以内 17人以内 17人以内 5人以上(みなし含む) 各勤務３０人以内 

５階病棟 地域一般入院料３ 10人以上 13人以内 17人以内 17人以内 5人以上(みなし含む) 各勤務３０人以内 

こども棟 
障害者施設等 (10対1) 
入院基本料  

16人以上 9人以内 18人以内 13人以内  
 

療養介護棟 
障害者施設等 (10対1) 
入院基本料 

9人以上 10人以内 10人以内 10人以内  
 

 
（２） 入院時食事療養に関する事項  

入院時食事療養(Ⅰ) 当病院では、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後６時以降)、適温で提供しています。 
  

（３） 明細書発行体制について 

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、自己負担の有無にかかわらず領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項

目のわかる明細書を無料で発行しています。明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるため、その点をご理解いただ

き、ご家族等、代理の方が会計を行う場合、代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、総合受付へその旨お申し出くだ

さい。 
 

（４） 感染対策について 

当院では、院内感染防止に留意し、感染発生の際にはその要因の速やかな特定・制圧・終息等行うため、院内感染管理体制を確立し、適切

かつ安全で質の高い医療サービスを提供しております。また、そのために以下の取り組みを実施しています。 
１．院内感染委員会を月1回開催し、感染対策に関する事項を検討します。  

２．院内感染防止対策に関する研修を全職員に対して年2回以上開催し、周知徹底を図っています。  

３．感染対策チーム(ICT)を設置し、感染予防及び防止活動を行います。  

４．院内感染マニュアルを作成・各部署に配布し、標準予防策等の周知徹底を図っています。  

５．患者さんへの情報提供と説明を行っています  

６．感染対策について他の医療機関や関係機関から助言・情報共有等を推進しています  
 

（５） 医療安全について 

当院の医療に関する様々な相談や苦情は医療安全管理者が受け付けております。ご相談内容に応じまして、それぞれの部署における担当者

が詳しくお話を伺いますので、お気軽に相談ください。※ご相談がある場合は総合受付にお申し出ください。 

【 受付時間 】  午前：9時から12時   午後：13時から17時まで （土・日・祝日は除きます）

 


